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の
生
の
声
や
弁
護
団
か
ら
優
生
保
護
問
題
の
現

状
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
医
者
や
親
に

騙
さ
れ
て
中
絶
手
術
を
受
け
さ
せ
ら
れ
た
方
、

上
司
や
先
生
に
言
わ
れ
て
ど
う
し
よ
う
も
な
く

不
妊
手
術
を
受
け
さ
せ
ら
れ
た
方
、
す
べ
て
の
原

告
の
方
達
が
国
か
ら
の
謝
罪
を
望
ん
で
い
ま
す
。

私
た
ち
が
原
告
の
方
達
に
出
来
る
支
援
は
、

優
生
保
護
法
問
題
に
つ
い
て
知
り
興
味
を
持
つ

こ
と
、
社
会
問
題
と
し
て
伝
え
て
い
く
事
で
支

援
者
の
輪
を
広
げ
て
い
く
事
だ
と
思
い
ま
す
。

今
後
も
優
生
保
護
法
問
題
に
向
き
合
っ
て
い
こ

う
と
思
い
ま
す
。

参
加
す
る
と
い
う
体
験
を
通
し
て

参
加
す
る
と
い
う
体
験
を
通
し
て

ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
ゆ
た
か

　
早
勢 

滋

旧
優
生
保
護
法
で
、
強
制
不
妊
手
術
や
中
絶

手
術
を
さ
れ
た
被
害
者
の
多
く
が
高
齢
に
な
っ

て
お
り
、
全
面
解
決
が
急
が
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
間
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
開
催
で
き
な
か
っ
た
集

会
が
行
え
た
こ
と
は
、
目
に
見
え
る
形
で
国
や

1010
・・
2525
全
国
集
会
に

全
国
集
会
に

参
加
し
て

参
加
し
て

優
生
保
護
法
の

優
生
保
護
法
の

全
面
解
決
を
め
ざ
し
て

全
面
解
決
を
め
ざ
し
て

ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
ゆ
た
か

　
今
治 

信
一
郎

集
会
の
前
半
で
は
、
各
地
で
た
た
か
う
原
告

等
か
ら
、
裁
判
状
況
の
報
告
と
力
強
い
メ
ッ
セ
ー

ジ
が
発
せ
ら
れ
、
参
加
者
は
原
告
ら
が
語
る
壮

絶
な
人
生
に
聞
き
入
り
ま
し
た
。

社
会
に
訴
え
る
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

私
は
初
め
て
、
被
害
者
の
語
る
言
葉
で
「
奪

わ
れ
た
権
利
」「
差
別
や
偏
見
の
中
で
生
き

て
き
た
苦
し
み
」
を
聞
き
ま
し
た
が
、
あ
の

場
で
直
接
、
知
れ
た
こ
と
で
「
差
別
の
な
い
、

い
の
ち
を
分
け
な
い
社
会
を
つ
く
る
」
た
め

に
、
自
分
の
問
題
と
し
て
考
え
る
こ
と
の
大

事
さ
を
、
最
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

99
・・
2626
名
古
屋
提
訴

名
古
屋
提
訴

行
動
に
参
加
し
て

行
動
に
参
加
し
て

関
心
の
一
歩
を

関
心
の
一
歩
を

　
つ
ゆ
は
し
作
業
所

　
深
田 

郁
斗

昨
今
、
ニ
ュ
ー
ス
や
新
聞
で
も
耳
に
す
る

機
会
の
増
え
た
『
優
生
思
想
』
と
い
う
言
葉
。

名
の
通
り
優
劣
を
つ
け
た
捉
え
方
を
国
が

行
っ
た
こ
の
歴
史
は
、
一
人
ひ
と
り
の
尊
厳

を
無
視
し
た
行
為
で
あ
り
、
多
く
の
苦
し
む

人
々
が
い
た
事
実
は
決
し
て
忘
れ
て
は
い
け

な
い
問
題
で
す
。

一
人
の
人
間
と
し
て
の
自
己
決
定
の
重
み
、

自
己
決
定
が
難
し
い
方
、
必
要
と
さ
れ
る
方

へ
の
配
慮
も
、
こ
の
業
界
に
携
わ
る
一
職
員
と

し
て
も
そ
う
で
な
い
方
も
、
改
め
て
考
え
さ

せ
ら
れ
る
機
会
と
な
り
ま
し
た
。
今
の
私
た

ち
に
で
き
る
こ
と
は
、
ま
ず
関
心
の
目
を
持

つ
こ
と
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
考
え
る
こ
と
を
止

め
ず
、
自
ら
の
学
び
を
続
け
て
い
き
ま
す
。

優
生
保
護
法
問
題
の
全
面
解
決
を
め
ざ
す

優
生
保
護
法
問
題
の
全
面
解
決
を
め
ざ
す  

1010
・・

2525
全
国
集
会
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
！

全
国
集
会
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
！

集
会
後
に
は
国
会
議
事
堂
に
向
か
っ
て
の
デ

モ
を
行
な
い
、「
優
生
保
護
法
解
決
し
よ
う
！
」「
い

の
ち
を
分
け
な
い
、
社
会
を
つ
く
ろ
う
！
」
と
ア

ピ
ー
ル
し
ま
し
た
。
特
に
こ
う
し
た
集
会
に
初

め
て
参
加
し
た
職
員
か
ら
は
「
実
際
に
参
加
す

る
事
で
、
こ
の
問
題
を
身
近
に
肌
で
感
じ
る
事

が
で
き
た
」
な
ど
の
声
が
聞
か
れ
、
現
場
に
身

を
置
く
こ
と
の
大
事
さ
を
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　

広
げ
よ
う
！
支
援
者
の
輪

広
げ
よ
う
！
支
援
者
の
輪

ゆ
た
か
作
業
所

　
松
下 

隼
也

全
国
集
会
に
参
加
し
て
、
各
地
の
原
告
か
ら

　
当
日
、
会
場
と
な
っ
た
日
比
谷
公
園
大
音
楽
堂
に
は
全
国
か
ら
1
4
0
0
名
が
結

集
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
視
聴
で
も
1
2
0
0
名
が
参
加
し
た
1 0
・

2 5
全
国
集
会
。
き
ょ
う

さ
れ
ん
愛
知
支
部
か
ら
も
5 0
名
が
参
加
。
内
、
ゆ
た
か
福
祉
会
か
ら
は
1 5
名
の
職
員
が

参
加
し
ま
し
た
。
9
月
2 6
日
に
行
っ
た
名
古
屋
提
訴
行
動
も
含
め
て
、〝
そ
の
場
に
身

を
置
い
た
職
員
〟
の
声
を
紹
介
し
ま
す
。

～
そ
の
場
に
身
を
置
く
取
り
組
み
を
～

は
じ
め
に

は
じ
め
に
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消
費
税
の
更
正
請
求
で
何
が
争
わ
れ
て
い
る
か

究
極
の
目
的
は
障
害
者
の
基
本
的
人
権
確
立

No.3

顧
問

　
富
田 

偉
津
男

１
　
税
務
署
と
の
争
点

争
点
は
①
障
害
者
総
合
支
援
法
（
以
下
支
援
法
と
い
う
）

政
令
「
人
員
設
備
運
営
基
準
」（
以
下
基
準
と
い
う
）
第

85
条
等
工
賃
規
定
の
解
釈
、
②
工
賃
は
役
務
（
労
働
）
の

対
価
か
、
否
か
、
の
2
点
で
す
。

２
　
基
準
の
工
賃
規
定
、

税
務
署
の
で
た
ら
め
解
釈

工
賃
規
定
は
基
準
第
85
条
（
生
活
介
護
）、
第
1
8
4

条
（
就
労
移
行
支
援
）
で
第
85
条
準
用
、
第
1
9
2

条

第
3
項
（
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
）（
以
下
Ａ
型
と
い
う
）

第
2
0
1
条（
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
）（
以
下
Ｂ
型
と
い
う
）

で
以
下
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
利
用
者
に
、
生
産
活
動
に
係
る
事
業
収
入
か
ら
生
産

活
動
に
係
る
事
業
に
必
要
な
経
費
を
控
除
し
た
額
に
相
当

す
る
金
額
（
以
下
相
当
額
と
い
う
）
を
工
賃
と
し
て
支
払

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

税
務
署
は
こ
の
条
文
を
、（
イ
）
相
当
額
を
利
用
者
の

作
業
量
や
作
業
時
間
で
異
な
る
こ
と
な
く
、
利
用
者
人
員

で
割
っ
て
均
等
に
分
配
す
る
も
の
で
あ
る
。（
ロ
）
生
産

活
動
に
よ
り
工
賃
を
支
払
う
場
合
で
も
、
そ
の
支
払
い
は

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
一
環
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
ま
す
。

各
就
労
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
工
賃
規
定
を
、
素
直
に

読
め
ば
収
入
か
ら
経
費
を
控
除
し
た
額
の
相
当
額

は
、
す
べ
て
工
賃
に
支
払
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る

と
読
め
ま
す
。
基
準
第

1
9
2

条
第
6
項
の
就
労
支

援
事
業
経
費
と
し
て
支
給
さ
れ
る
訓
練
等
給
付
費
を

工
賃
に
充
て
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
規
定
を
併
せ
見
る
と
、

生
産
活
動
収
益
は
す
べ
て
工
賃
と
し
て
支
払
い
、
就
労
支

援
事
業
経
費
に
充
て
て
は
な
ら
な
い
と
解
釈
す
る
の
が
正

解
で
す
。

利
用
者
の
作
業
量
や
作
業
時
間
を
無
視
し
て
、
す
べ
て

均
等
に
作
業
従
事
障
害
者
の
人
員
で
割
っ
て
支
払
う
と
い

う
解
釈
は
ど
こ
か
ら
出
て
く
る
の
で
し
ょ
う
か
。

実
は
こ
の
解
釈
は
税
務
署
の
「
再
調
査
決
定
書
」
に
よ

れ
ば
、
厚
生
労
働
省
福
祉
課
担
当
者
の
「
証
言
」
が
そ
の

根
拠
と
な
っ
て
お
り
、
法
律
の
「
文
理
解
釈
」
等
に
よ
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

再
調
査
決
定
書
と
い
う
法
的
文
書
に
、
法
的
に
は
全
く

無
効
な
氏
名
不
詳
、
聴
取
日
時
不
詳
者
の
証
言
を
根
拠
に
、

工
賃
は
均
等
に
分
配
す
る
も
の
と
記
載
し
た
決
定
的
誤
り

を
犯
し
て
い
ま
す
。

一
般
就
労
に
向
け
て
の
訓
練
の
場
で
あ
る
Ｂ
型
事
業
所

で
就
労
し
、
働
い
て
も
働
か
な
く
て
も
工
賃
は
均
等
に
支

払
わ
れ
る
と
し
た
ら
、
障
害
者
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
上

が
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
こ
の
解
釈
の
根
源
は
障
害
者
の
蔑
視
か
ら
く
る

も
の
で
す
。
障
害
者
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
受
給
者
で
あ
り
、

労
働
能
力
や
意
識
も
高
く
な
い
の
で
、
工
賃
は
均
等
で
も

文
句
を
言
う
立
場
に
な
い
と
い
う
障
害
者
観
に
基
礎
を
置

く
人
権
侵
害
の
解
釈
で
す
。

（
ロ
）
の
工
賃
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
一
環
と
し
て
の
支
払
論

は
全
く
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
支
援
法
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等

を
定
め
て
い
ま
す
が
、
現
金
等
を
支
給
す
る
法
律
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
税
務
署
は
勝
手
に
利
用
者
の
働
き
に
応
じ
て

支
払
わ
れ
て
い
る
工
賃
を
「
サ
ー
ビ
ス
の
一
環
と
し
て
の

支
払
」
に
変
え
る
と
い
う
、
お
よ
そ
法
治
国
家
に
な
じ
ま

な
い
手
段
を
と
っ
て
お
り
許
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

３
　
税
務
署
の
工
賃
の
役
務
対
価

否
定
論
は
成
り
立
た
な
い

①
工
賃
の
対
価
性
を
法
律
は
認
め
て
い
る

社
会
福
祉
に
関
し
て
は
、
社
会
福
祉
法
、
障
害
者
総
合

支
援
法
、
同
政
令
（
人
員
・
設
備
・
運
営
の
基
準
）、
同

省
令
（
社
会
福
祉
法
人
会
計
基
準
）
等
の
法
律
が
定
め
ら
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れ
て
い
ま
す
。
こ
の
全
体
を
見
な
い
と
工
賃
の
意
義
は
理

解
で
き
ま
せ
ん
。
支
援
法
の
政
令
に
て
生
産
事
業
で
生
じ

た
収
益
は
、
す
べ
て
そ
れ
に
従
事
し
た
障
害
者
に
工
賃
と

し
て
支
払
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
、
社
会
福
祉
法
は
第
45

条
二
十
七
で
、
省
令
で
定
め
る
社
会
福
祉
法
人
会
計
基

準
に
よ
り
、
貸
借
対
照
表
及
び
付
属
明
細
書
を
作
成
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
ま
す
。

会
計
基
準
第
30
条
は
付
属
明
細
書
と
し
て
「
就
労
支

援
事
業
製
造
原
価
明
細
書
」
の
作
成
を
義
務
付
け
て
い

ま
す
。
そ
の
製
造
原
価
明
細
書
別
紙
３
（

16
―

２
）
で

様
式
が
示
さ
れ
、
Ⅱ
労
務
費
の
項
目
2
で
利
用
者
賃
金
、

同
工
賃
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
製
造
原
価
明

細
書
等
に
よ
り
、
法
律
の
定
め
に
従
い
生

産
事
業
収
益
が
す
べ
て
利
用
者
に
支
払
わ

れ
て
い
る
か
を
確
認
し
ま
す
。

就
労
支
援
に
係
る
法
の
全
体
を
見
れ
ば
、

工
賃
は
製
造
原
価
を
構
成
せ
ず
剰
余
金
の

分
配
で
あ
っ
て
、
役
務
対
価
の
支
払
い
で
は

な
い
と
い
う
主
張
は
、
省
令
で
あ
る
会
計

基
準
第
30
条
を
見
れ
ば
根
拠
が
な
い
事
は

明
白
で
す
。

②
就
労
支
援
事
業
利
用
者
は
Ａ
型
事

業
所
を
含
め
利
用
料
を
支
払
っ
て

い
る

税
務
署
は
、
Ｂ
型
事
業
所
等
の
利
用
者

は
（
イ
）
就
労
の
た
め
の
訓
練
、（
ロ
）
利

用
料
を
支
払
っ
て
い
る
等
か
ら
雇
用
契
約

も
な
く
請
負
・
委
任
等
の
契
約
は
な
い
か

ら
、
工
賃
は
剰
余
金
の
分
配
だ
と
断
じ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
Ｂ
型
事
業
所
等
の
利
用

者
は
利
用
料
を
支
払
っ
て
お
り
、
サ
ー
ビ

ス
の
受
給
者
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い

ま
す
。
し
か
し
Ａ
型
事
業
所
も
利
用
料
は

法
定
さ
れ
て
お
り
、
免
除
該
当
者
以
外
は
Ｂ
型
事
業
所

等
の
利
用
者
と
同
じ
よ
う
に
支
払
義
務
が
あ
り
、
利
用

料
の
有
無
は
役
務
提
供
の
対
価
の
尺
度
に
な
り
ま
せ
ん
。

支
援
法
第
5
条
第
14
項
に
よ
り
上
Ａ
型
Ｂ
型
も
一
般
就

労
に
向
け
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
が
行
わ
れ
て
お
り
、
Ｂ
型
事

業
所
の
み
が
訓
練
対
象
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
R
３
・

6
・

28
社
会
保
障
審
議
会
障
害
者
部
会
資
料
Ｐ
21
（
就

労
系
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
又
は
一
般
企
業
へ
の
就

職
迄
）
に
よ
れ
ば
支
援
の
流
れ
イ
メ
ー
ジ
図
で
明
確
に

な
っ
て
い
ま
す
。

③
就
労
と
工
賃
は
利
用
契
約
で
規
定
さ
れ
て
い
る

利
用
者
と
事
業
所
は
就
労
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
開
始
に
あ

た
り
、
利
用
契
約
書
を
交
わ
し
、
サ
ー
ビ
ス
内
容
で
生
産

活
動
の
機
会
の
提
供
を
定
め
、
第
６
条
で
生
産
活
動
と
工

賃
の
支
払
い
を
規
定
し
て
い
ま
す
。
Ａ
型
事
業
所
は
雇
用

契
約
に
基
づ
く
就
労
の
機
会
の
提
供
、
一
般
就
労
に
必
要

な
知
識
、
能
力
向
上
に
必
要
な
訓
練
を
行
う
と
明
記
さ

れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
Ａ
型
、
Ｂ
型
等
の
利
用
者
は
、
利
用
契
約

書
に
よ
り
就
労
す
る
の
で
あ
っ
て
、
雇
用
契
約
の
有
無
に

よ
っ
て
就
労
の
実
態
は
変
わ
り
な
く
、
雇
用
契
約
の
有
無

は
役
務
対
価
否
定
の
根
拠
に
な
り
ま
せ
ん
。

（ 表２ ） 就労支援事業製造原価明細書 自 令和○年〇月〇日　 　 至 令和○年〇月〇日

勘定科目 合計 ○○作業 △△作業

Ⅰ 材料費

1. 期首材料棚卸高

2. 当期材料仕入高

           計

3. 期末材料棚卸高

    当期材料費

Ⅱ 労務費

1. 利用者賃金

2. 利用者工賃

3. 就労支援事業指導員等給与

4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入

5. 就労支援事業指導員等退職給付費用

6. 法定福利費

      当期労務費

Ⅲ 外注加工費

    （ う ち内部外注加工費）

      当期外注加工費

Ⅳ 経費

1. 福利厚生費

2. 旅費交通費
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広報・ 480 号

2023 年１ 月号(2023 年１ 月10 日発行 ) 

 定価 1 部100 円

法人協力会員・ 賛助会員は会費の中に購読料を含みます

発行・ 編集 ／ 社会福祉法人ゆたか福祉会

印　 　 　 刷 ／ 株式会社東海共同印刷

法人協力会費・ 賛助会費・ 寄附金など福祉会への申し込み、ご送金は

法人協力会費 ＝ 年間１ 口 6,000 円、
賛助会員 ( 個人 1 口 3 ,000 円、 企業団体等 1 口 5,000 円 )

●銀行口座

●郵便振替口座

・ 三菱ＵＦＪ銀行 柴田支店 普通預金 291-884

・ 中京銀行 鳴海支店 普通預金 150-425

名義はいずれも 社会福祉法人ゆたか福祉会

00820-8-54026  社会福祉法人ゆたか福祉会

日 誌

 9日(水) 作業改善ゼミ

 1 1日(金) 基礎研修

 14日(月) 事業運営推進会議

 1 5日(火) 保護者連合会定例会

 1 6日(水) 新管理職研修

 1 8日(金)  広報・ホームページ編集委員会/ 

食と健康推進委員会

 2 2日(火)  デイサービス宝南・  

ケアサポート 宝南運営指導

 2 3日(水) 所長会議　

 2 6日(土) 理事会

 28日(月)  強度行動障害者支援者 

養成講座(基礎)～2 9日/ 

研修部会議

 3 0日(水) 副所長会議

11 月

ありがとうございました

※
利
用
者
・
保
護
者
・
職
員
の
皆
さ
ん
か
ら
も
多
く
の
ご
寄
附
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

賛
助
会
員
新
規
加
入
者
・
更
新
者
ご
芳
名
一
覧

（
1 2
月
１
日
～
1 2
月
６
日
手
続
き
分
） 

順
不
同 

敬
称
略 

一
般
寄
附
（

11
月
）

亀
田
や
よ
い

猪
飼

　
節
美

篠
田
侑
右
子

野
村

　
文
男

後
藤

　
和
治

鈴
木

　
や
す

森
　
　
素
子

臼
井

　
公
子

　
篠
山

　
治
人

A
C
C
J
/
N
I
S

中
部
ウ
ォ
ー
カ
ソ
ン

順
不
同 

敬
称
略 

デイ サービ ス宝南では1 2 月の取り 組みと し て、 年賀状作

成が恒例行事と なっ ています。

以前は、 施設内で貼り だし たり 、 お世話になっ た方達に新年

の挨拶と し て渡し たり し ていまし た。 近年では「 ゆたかの広報

誌に応募し よう ！」 と 皆さ んで取り 組まれており 、 「 今回は私

の作品載るかなぁ 。 載っ たら う れし いなぁ 」 と 、 掲載さ れるこ と がモチベーショ ンになっ ています。

また、 「 こ の方、 上手に作るね」 と 感想を述べるなど、 他の作品を見る事も 楽し みの一つと なっ て

いるよう です。 オリ ジナルで完成さ れる方、 職員と 一緒に作る方、 色塗り のみの方、 消し ゴム版画を

作っ て年賀状を仕上げる方も みえ、 皆さ んそれぞれに取り 組まれ個性豊かな作品になっ ています。

謹賀新年 デイサービス宝南

飯
田

　
立
輝

堀
池

　
育
志

安
田

　
訓
明

柳
　
進

山
口

　
信
二

小
野

　
敏
弘

古
川

　
英
利

伊
藤
智
恵
子

赤
星

　
俊
一

畠
山

　
由
美

大
野

　
洋
志

伊
藤

　
浩

飯
田

　
輝
男

西
尾

　
明

㈱
イ
リ
エ

ダ
イ
キ
米
穀
店

鈴
木

　
直
人

シ
タ
ラ
建
材

伊
藤

　
光

あ
す
な
ろ
園
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岡本 慎さ ん 松井 香澄さ ん

森井 照子さ ん

2023年

倉橋 義一さ ん

ウキウキ班

あかつき共同作業所

第 2 ゆたか

希望の家

ゆたか生活支援

事業所みどり

私たちの
メ ッセージを

お届けします。

1010
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田中 徳幸さ ん

「 ぴょ んぴょ ん」

「 私はう さ ぎ 。 よろ し く ね！」

内田 佑さ ん

紙すき デザイ ン 班

ゆたか作業所

デイ現場

軽作業現場

1111
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内山 寛昭さ ん

斉藤 静香さ ん

デイサービス宝南

みのり共同作業所つゆはし作業所

渡辺 洋子さ ん 花井 美恵子さ ん

今枝 廣子さ ん

さ く ら 班

みらいろ

1212
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